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「福岡県部落差別の解消の

 推進に関する条例」 



筑紫地区では
「身元調査お断り運動」

を推進しています。

「本人通知制度」について
筑紫地区では、住民票の写しなどを「不正取得された」時

本人へお知らせする制度を導入しています。
身元調査をしない！させない！許さない！

結婚差別 ネット差別
天変地異や死などの変化をもたらすことを「けがれ」とよび、それ
らを清める力を持つ人が必要とされる一方で、このような人々は
特別な存在として差別を受けるようにもなりました。

いわゆる「士農工商」というピラミッド型ではなく、世の中を支
配する「武士」、武士の暮らしを支える「百姓」、「町人」、それとは
別に「けがれに関わる役目を強いられ、排除された人々」の身分
制度が確立しました。このような人々は差別の対象となり、住む
場所や服装、他の身分の人々との交際を制限されました。しか
し、優れた技術（皮革の製造など）を使って、人々の生活に必要な
用具（ぞうりなど）を作ったり、役人のもとで治安や警護に従事
したり、芸能の発展に貢献したりと、社会や文化を支えるために
必要な仕事や役目を果たしてきました。

身分制度がなくなってからも、政府が差別を解消しようとするこ
とはなく、人々の差別意識は強く残りました。差別に苦しむ人た
ちは、1922年に全国水平社をつくり、平等な社会の実現をめざし
て、あらゆる差別をなくす運動を活発に繰り広げていきました。

歴史の中で差別された人々は、社会や文化を支えながら働き、生きて

命をつないできました。この不当な部落差別が今日も存在している

ことを許してはならないと「部落差別解消推進法」が制定されています。

江戸時代

明治・大正時代

筑紫地区では様々な研修や講演会などの学びの機会があります。

参加してみませんか。

子どもと一緒に教科書を開いたり、それぞれの市が発行している
人権問題についての啓発冊子を読んだりしてみませんか。

過 去 か ら 学 ぶ 未 来 が あ る

室町時代
特別な存在とされた人たちは、厳しい差別を受けながらも、優れ
た技術で龍安寺などの庭園づくりに貢献し、また能などの芸能を
磨き日本文化の源流を担いました。

※筑紫地区で使用している教科書の内容を参考にしています

私たちにできること

「部落差別」とは、住んでいる場所や出身地を理由に差別され、全ての人に保障され

ている基本的人権が侵害されているという日本特有の重大な人権問題のことです。

また、この「部落差別」が存在することによって生じるさまざまな社会問題

（経済格差や教育格差、差別行為）を「同和問題」といいます。

平安時代

◉ 私たちには、過去を知り、今を見つめ、
　    心豊かでしあわせな未来をつくる力があります
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〇〇は同和地区

〇〇は同和地区出身

住んでいる場所や出身地を理由に
結婚に反対され傷ついている人が
います。

差別を助長する書き込みや動画投稿は、
人の命をも奪う許されない行為です。


